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令和 3年 3月 1日（月）から、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスス

トア等に設置してある多機能端末機（マルチコピー機）で証明書が取得できる、コンビニ

交付サービスを開始します。 

  

１．取得できる証明書と手数料 

 住民票の写し   1通 300円 

印鑑登録証明書  1通 300円 

※窓口での手数料と同額です。 

 

２．必要なもの 

「利用者証明用電子証明書」が記録されたマイナンバーカード（個人番号カード） 

 ※マイナンバーカード交付時に設定した４桁の暗証番号の入力が必要 

 

３．利用できる時間 

午前 6時 30分から午後 11時（土・日曜日、祝日含む） 

※年末年始（12月 29日～1月 3日）およびシステムメンテナンス日は除きます。 

 

４．利用できる店舗 

全国の多機能端末機設置店舗（コンビニエンスストア等） 

 

５．注意事項等 

※住民票コード入りの住民票の写しや発行制限を受けている方の証明書は発行できません。 

※マイナンバーカードは、申請してから交付までに１か月程度かかります。 

※マイナンバーカードの交付申請書が手元にない方や、顔写真を自分で用意することが難

しい方のために、隔週で臨時窓口を開設し、無料で顔写真を撮影する等して申請のサポ

ートを行っています。（詳細は市広報・ホームページでご確認ください。） 
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住民票の写し・印鑑登録証明書 コンビニ交付開始！ 
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